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1　カンボジアの地雷・不発弾問題の原因

カンボジアの内戦は、1970年のシアヌーク国王

へのロン・ノル将軍のクーデターから始まった。最

初の内戦はクーデターによって政権を得たロン・ノ

ル将軍の政府と国外のシアヌーク国王の呼びかけ

で立ち上がった反政府派との間のものである。

1975年 4月にロン・ノル政権を倒したポル・ポ

ト派の政権樹立から 1979年 1月の同政権崩壊まで

の約 3年 8カ月間は、カンボジア国内の内戦は停

止したが、ポル・ポト政権は、自己への反対者と

考えた人々への大規模な弾圧、国家的規模の国民

虐殺を行った。その犠牲者数はおよそ 170万人と

推計されている。この犠牲者数は、当時のカンボ

ジア人口の 20%を超えるものである。他方ポル・

ポト政権は東部国境でベトナムとの戦闘を行い、カ

ンボジアでの戦乱は絶えることがなかった。

その後、1979年 1月にベトナムの支援を受けた

ヘン・サムリン派により、ポル・ポト政権は打倒さ

れたが、カンボジアの大部分を支配したヘン・サ

ムリン政権とタイ国境地域に根拠地を置くポル・ポ

ト派との内戦が続いた。カンボジア内戦は公式に

は 1991年 10月のパリ和平協定調印によって終結

したと理解されている。しかし、カンボジア現地の

感覚ではそれ以降も実質的にゲリラ的内戦が継続

した。1993年 4月に国連選挙ボランティア中田厚

仁氏が殺害されたように地方でのテロは繰り返さ

れ、カンボジアで内戦終結が実感されるのはポル・

ポト派が大挙投降した 1990年代後半に入ってから

である。

この間、1975年 4月まで続いたベトナム戦争中

には、カンボジアにアメリカによる爆撃が行われる

とともにロン・ノル政府とポル・ポト派の砲弾が飛

び交い、地雷が敷設された。1980年代にはヘン・
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サムリン政権とポル・ポト派の内戦が継続し、ポル・

ポト派の本拠地と目されたタイ国境沿いには、内戦

当事者のヘン・サムリン政権、ポル・ポト派の両

者により、世界でも他に例がないといわれるほど膨

大な数の地雷が敷設された。ことに 1985年から

1987年にかけては、ベトナムの支援を受けたヘン・

サムリン政権がポル・ポト派の立てこもるタイ国境

地帯に沿ってシャム湾に面する海岸からラオス国

境まで、K5と呼ばれる巨大な地雷原を完成させた。

この地雷敷設には付近の農民が動員され、多くの

地雷事故を伴ったといわれている。また、ポル・ポ

ト派も同じように自己の根拠地周辺に多くの地雷を

敷設した。これらの地雷は軍事常識を越えて高密

度に敷設され、また地雷敷設を記録する地雷地図

もほとんど作られなかったといわれている。このた

め内戦終了後に地雷を撤去することが大変困難と

なった。カンボジアに埋められた地雷の総数は、

400万個とも 1000万個ともいわれており、内戦終

了後もそのまま地中に残され、カンボジアは文字ど

おり「地雷に浮かぶ国」1）といわれる状態となった。

一方不発弾は、砲弾や投下された爆弾のうち着

弾した後、爆発しなかったもので多くは信管の不

具合、故障等によって生ずると考えられている。し

たがって不発弾は、意図しなくても戦時中に一定

数は必ず発生するものと考えられる。カンボジアで

は 20年以上の内戦があったので、その間に生じた

不発弾も相当な数に上ると考えられているが、こ

れも現在いくつカンボジアに残されているか正確

な数は分からない。

2　 カンボジアの地雷・不発弾被害者数
の推移

1979年以降 2008年までのカンボジアでの地雷・

不発弾被害者数は、次ページの表1のとおりである。

この集計は、カンボジア赤十字の一部門である

カンボジア地雷被害者情報システム（Cambodia 

Mine Victim Information System : CMVIS）が行っ

たものである。CMVISは、1995年に発足したが、

それ以前の被害者数は、カンボジア赤十字などの

団体がカンボジアの村々をすべて回り、地雷・不

発弾被害者についての聞き取り調査を行った結果

である。CMVISは、発足後全国に地雷・不発弾

被害者のモニター制度を整備し、1999年以降は全

国の地雷・不発弾被害者の全数を月次で調査集計

している。表 1の最初の年 1979年は、ポル・ポト

派がヘン・サムリン政権及びベトナム軍によってタ

イ国境地帯に追われた年である。この表から、カ

ンボジアの地雷・不発弾被害者数がその年々の時

代的な背景によって大きく変動していることが分か

る。カンボジアの地雷・不発弾被害者数推移は、

概ね次の 5つの時期に区分することができる。

（1）1979年

この年 1月 7日にポル・ポト派は、プノンペン

を追われ、ポル・ポト派を打倒したヘン・サムリン

政権及び同政権を支援するベトナム軍と内戦を繰

りひろげた。この時期に多くの難民が発生し、難

民はタイ領内の安全な地域を目指したが、その移

動途中に多くの地雷事故が発生したといわれてい

る。この年の地雷被害者数は 3873人で 2008年ま

での統計で最大の地雷被害者を記録している。こ

れはカンボジアの国土で両派が文字どおりの覇権

争いを行ったため、その結果として多くの被害者

が発生したものである。

（2）1980年―1991年

カンボジアにベトナム軍が駐留（1979年―1989

年）し、プノンペン政府軍とポル・ポト派の内戦が

継続された時期である。ポル・ポト派は、西北部

国境のアンロンベン、西部国境のパイリンなどに追

いつめられていたが、プノンペン政府軍は、ポル・

ポト派を降伏させることができず、一方ポル・ポト

派もゲリラ戦を展開し、人口密度の低いカンボジア

の内陸で活動したが、首都を奪回することはでき

なかった。この時期1983年以降の地雷被害者数は、
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表 1　カンボジア地雷・不発弾被害者障害別集計（1979年－ 2008年）

地雷被害者 不発弾被害者

年 手足
切断者 負傷者 死亡者 計 手足

切断者 負傷者 死亡者 計 合計

1979 65 1791 2017 3873 21 386 394 801 4674

1980 75 556 490 1121 17 106 99 222 1343

1981 100 418 366 884 17 57 63 137 1021

1982 212 857 632 1701 11 87 94 192 1893

1983 294 1282 945 2521 20 107 113 240 2761

1984 311 1421 983 2715 23 133 95 251 2966

1985 398 1642 1163 3203 28 150 139 317 3520

1986 301 1434 901 2636 22 111 133 266 2902

1987 423 1787 1048 3258 23 151 101 275 3533

1988 361 1538 843 2742 17 117 91 225 2967

1989 407 1741 947 3095 22 121 95 238 3333

1990 358 1577 805 2740 26 127 107 260 3000

1991 281 1155 649 2085 33 226 83 342 2427

1992 212 793 568 1573 25 536 55 616 2189

1993 342 1068 659 2069 19 374 73 466 2535

1994 244 1413 683 2340 25 357 87 469 2809

1995 317 1749 537 2603 25 567 138 730 3333

1996 391 2217 417 3025 52 749 494 1295 4320

1997 425 398 300 1123 283 658 234 1175 2298

1998 654 652 326 1632 99 314 105 518 2150

1999 286 276 168 730 75 266 82 423 1153

2000 176 197 94 467 57 250 84 391 858

2001 140 178 89 407 87 239 93 419 826

2002 142 162 63 367 73 322 85 480 847

2003 105 201 56 362 51 300 59 410 772

2004 121 159 60 340 74 373 111 558 898

2005 120 180 66 366 53 354 102 509 875

2006 59 90 39 188 34 206 22 262 450

2007 34 78 26 138 28 147 39 214 352

2008 24 73 20 117 24 98 27 149 266

合計 7378 27083 15960 50421 1364 7989 3497 12850 63271

資料：カンボジア赤十字地雷被害者情報システム
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年間 2000人を下らない。特に 1985年から多くの

地雷被害者を出しているが、プノンペン政府軍が

ポル・ポト派の残るタイ国境地域に、いわゆるK5

地雷地帯を敷設する時期であり、この敷設に農民

を使ったことから敷設作業に伴って多くの地雷事

故が起きたといわれている。1991年 10月のパリ和

平協定によって内戦は終結することになった。

（3）1992年―1998年

カンボジア和平が達成され、1992年 3月明石国

連事務次長が国連カンボジア暫定統治機構代表と

なり、日本からも国連平和維持活動に文民警官や

自衛隊が派遣された時期である。日本人の感覚で

は、和平実現とともに平和が到来し、内戦時には

できなかった国土復興事業が開始されるところで

あるが、依然ポル・ポト派によると見られるゲリラ

活動は続き、本当に平和が来たという実感に乏し

かったとカンボジア人はいう。地雷・不発弾が内

戦時代のままに残されてたなかで、タイ国境地域

のカオイダン、サイト 2などの難民村からカンボジ

アへの難民帰還が始まり、多くの住民が戻ってき

たが、難民の放置した農地は、すでに他の人に耕

作されていることが多かった（カンボジアでは 5年

間平穏に耕作を行うと、その農地の所有権を取得

することが法律上認められている）。戻ってきた難

民は誰も耕作していない土地を開墾するか、地雷

敷設地帯として地元民が手を付けなかったところ

で耕作を始めるしかなく、その場合にしばしば予

想しなかった地雷事故が起きたといわれている。

（4）1999年―2005年

1999年にカンボジアの地雷被害者は 1000人を

下回り、その後逐年地雷被害者は減っている。難

民帰還から混乱を極めたカンボジアの戦後も一段

落したという感がある。しかし、地雷被害者が着

実に減っているのに対して不発弾被害者は、減少

することがなくむしろ増加気味といえる。ことに

2004年、2005年に不発弾事故による死亡者が

100人を超えたことは、地雷事故による死者が減

少気味なのに対して何か不自然な感じを与える。

実は農地を持たない貧しい農民にとって、農閑期

に簡易金属探知器を使用して不発弾等を掘り当て、

それを解体して不発弾の外被金属をスクラップと

して売ることは、危険ではあっても彼らの数少ない

収入源になっていた。そのため偶然的な不慮の 

不発弾事故ではなく、意図的な掘り出し・解体 

時の操作ミスによる事故が多発したのだといわ 

れている。

（5）2006年―2008年

2006年に地雷・不発弾被害者数は 450人となり、

2007年には 352人となっている。これらの被害者

数はその直近の 2005年の被害者数のほぼ半数や

それ以下であり、劇的に被害者数が減少している。

この急激な減少は、カンボジアの地雷・不発弾被

害者に関心を持つものの共通の驚きであった。過

去 25年間にこれほど大幅に被害者が減少したこと

はない。この減少についてカンボジアの地雷・不

発弾被害救済に関係するNGOが CMVISととも

に大規模な現地調査を行った。その結果、被害者

減少については従来の被害多発地域で①農業等が

好調であり、雇用機会が十分に得られたこと②タ

イ及びカンボジアで地雷・不発弾からの金属スク

ラップ売買を禁止する法律が施行され、その効果

が浸透してきたこと③住民への地雷・不発弾の危

険についての意識が定着したことなどの理由 2）が

挙げられている。

しかし、被害者は着実に減少しているものの

2007年 CMVIS年次報告によれば、不発弾被害者

に 10-14歳の少年が多いことが指摘 3）されている。

この年代の少年が不用意に不発弾の解体を行い、

又は解体の場に居合わせて事故に遭った事例が多

い。また 2007年の CMVIS報告は地雷事故の場

合は偶発的な事故の場合が多いが、不発弾事故は

不発弾の意図的な起爆装置操作の過程で起きるこ

とが多いと指摘している。
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3　地雷・不発弾被害者の社会復帰

（1）救急医療

このようにカンボジアの地雷・不発弾の被害者

は近年減少してきたが、地雷・不発弾事故の悲惨

な状況が変わったわけではない。近年は事故件数

に対する死亡者の割合が減少している。すなわち

1979年の事故被害者数に占める死亡者の割合は、

51.6%であったものが、1999年には 21.7%となり、

2008年には 17.7%に低下している。このことはポ

ル・ポト派支配の直後であった 1979年より近年の

方が医療機関の整備により、事故直後の救命実績

が改善されていることによるものと思われる。2002

年の調査 4）によれば、地雷・不発弾事故の 45%は、

村の中または村から 500メートル以内のところで

起きており、45%の事例では応急処置が事故後 30

分以内になされている。

事故初期の医療活動で救命された被害者は、全

国 68カ所の二次医療公立病院のうちの外科手術設

備を持つ病院や国際 NGOの運営する地雷・不発

弾事故専門病院で、治療を受けることになる。こ

の場合の救急車による搬送費用、一般公立病院の

医療費は被害者が負担することとされている（ただ

し、医療費を負担できないような貧しい人の場合、

公立病院の医療費は免除され、国際 NGOの運営

する病院ではカンボジア人から医療費を徴収しな

いのが一般的である）。

（2）身体リハビリテーション

地雷・不発弾事故にあった重傷被害者のうち救

命医療により急性期の生命の危険を脱した者は、

さらに義手、義足をつけるための整形外科手術を

受ける。これらの重傷者は全国11カ所の社会福祉・

退役軍人省所管の身体リハビリテーションセン

ターで、義手、義足を製作してもらい、義手、義

足の装着訓練を受け、日常生活に復帰する。

身体リハビリテーションセンターは、制度上は国

立施設となっているが、現実には身体障害者支援

を行う国際 NGOの技術・資金協力によって運営

されている。通常新規義足の製作・装着には、製

作に 3-4日、装着訓練及び製作された義足の修正

に 10日ほどかかり、合わせてほぼ 2週間を要する

という。この間、遠方から来たクライアントはリハ

ビリテーションセンターに泊まり込んで、義手、義

足等の製作、装着訓練を受けることになる。義手、

義足等の製作、装着訓練に必要な宿泊等のリハビ

リテーションセンター滞在費（住所地からリハビリ

テーションセンターまでの往復旅費を含む）及び食

費は一般にすべてリハビリテーションセンターが負

担する。これは義手、義足等の再調整、壊れた義手、

義足等の再製作の場合も同様である。一般にカン

ボジアでつくられるポリプロピレン製の義足の耐用

年数は、常時使用すれば 3年程度といわれている。

2008年現在カンボジアでリハビリテーションセ

ンター運営を行う国際 NGOは 5団体で、国際赤

十字委員会（リハビリテーションセンター所在地（以

下同じ）:バッタンバン、コンポンスプー）The 

Cambodia Trust（プノンペン、コンポンチュナン、

シアヌークビル）Handicap International Belgium

（シエムリアップ、タケオ）Handicap International 

France（コンポンチャム）Veterans International（プ

ノンペン、プレイベン、クラチエ）がカンボジア各

地の身体リハビリテーションセンターを運営してい

る。これらのリハビリテーションセンターでは、地

雷・不発弾被害者以外のポリオ後遺症などの人に

も補装具を製作し、その使用訓練も行っているが、

その適応範囲は義足、補装具等を使用する身体リ

ハビリテーションにとどまっており、例えば脳卒中

等の後遺症に対するリハビリテーションなどは行っ

ていない。したがってリハビリテーションセンター

とはいうものの日本にある高齢者向けリハビリテー

ション施設とは、サービス対象及びサービス内容

が異なっている。リハビリテーションセンターの中

心業務は身体障害者への義手、義足等の製作供給

及び使用訓練である。
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現在これらのリハビリテーションセンターに働く

義肢装具士はカンボジア人であり、外国人の義肢

装具士は彼らの指導を行うにとどまっている。全国

のカンボジア人義肢装具士は 52名である。義肢装

具士養成については The Cambodia Trustがプノン

ペンに義肢装具士養成のための教育施設（The 

Cambodian School of Prosthetics and Orthotics : 

CSPO）を運営し、3年間の養成教育を実施してい

る。先に見たようにカンボジアでは新規の被害者

は減少傾向にあるので、CSPOでは、イラク、スリ

ランカなどの他の紛争当事国からの学生も受け入

れている。

（3）職業リハビリテーション

地雷・不発弾による被害が軽傷で済めば、その

後の社会復帰も容易であるが、手足を切断するよ

うな重傷の場合、農業従事者の場合は以前のよう

な米作りを中心にした農業に復帰することは困難

である。そのため地雷・不発弾被害者には、多く

の国際 NGOが、新たな職業につくための職業リ

ハビリテーションプログラムを用意している。カン

ボジアの農村で必要とされる専門的職業サービス

は、自転車修理、モーターバイク修理、電気製品

修理及びミシンを使った衣服製作等で、各種修理

技術は主として男性障害者、衣服製作技術は女性

障害者が習得する場合が多い。典型的な職業リハ

ビリテーションコースは、6カ月 -9カ月ほどのコー

スで、職業リハビリテーション施設内の宿舎に居

住しながら、それぞれの職業技術を身につける目

的で学習を行う。これらの職業リハビリテーション

は、各国の国際NGOがその施設で、教育訓練を行っ

ている。日本の NGOとしては、難民を助ける会

（AAR）と日本カンボジア交流協会（JCIA）がそれぞ

れプノンペン近郊で、バイク修理、電気製品修理、

衣服製作の職業リハビリテーション事業を行って

いる。多くの NGOは社会福祉事業として職業リ

ハビリテーションを行うので、職業訓練中の受講者

の受講料金、生活費などは各 NGOが負担する。

職業リハビリテーションについては、修理技術

ばかりでなくコンピュータ操作などのより多様な職

業技術を教えるべきだとの意見があるが、多くの

受講生の出身地であるカンボジア農村で生計を立

てるために必要とされる技術を考えた場合、職業

リハビリテーションの対象とする職業技術は、修理

業や衣服製作などに限られるといわれている。ま

た、受講生の職業リハビリテーション修了後の生

活ぶりを追跡調査すると、技術を習得したもののこ

れまで行っていた農業と異なることから修理業等

の小規模事業をうまく経営できない事例や、ある

団体の職業リハビリテーション修了後に他の団体

の行う職業リハビリテーションに参加し、職業リハ

ビリテーション中の生活援助を目的に受講する者も

あるといった問題点が指摘されている。

（4）地雷・不発弾被害者の生活再建

地雷・不発弾被害を受けた者やその家族は、身

体リハビリテーションで身体能力を回復し、職業リ

ハビリテーションで新技術を習得し、自らの生活を

再建することになるが、被害を受ける以前の生活

に戻ることは困難である。危険を冒して地雷・不

発弾の撤去を行い、地雷・不発弾の再利用を図ろ

うとする者はもともと経済的に貧しい生活を送って

いる人が多いといわれている。

2006年以降の地雷・不発弾被害者の著しい減

少の原因は、地雷・不発弾被害についての村人へ

の教育の他に農村における農業生産の好調や地雷・

不発弾からの金属スクラップ買い取り禁止がタイ

及びカンボジアで励行されたことによるものとみら

れており、例年地雷・不発弾被害の多い農閑期で

ある乾期の被害者が減少していることとあわせ考

えると、現在カンボジアで生じている地雷・不発

弾事故のかなりの部分が、不慮の事故ではなく半

ば職業化された私的な地雷・不発弾発掘に伴って

生じた事故であることを傍証している。

貧困な農民が地雷・不発弾事故に遭う場合が多

いことは、地雷・不発弾被害者の事故後の生活が
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事故前よりさらに困難な状況になることを示唆して

いる。一般にカンボジア農村は経済的に貧しく、 村

人も積極的に事故にあった人を援助する余力に乏

しい。事故被害者は、自己の残存能力と親族の援

助によって生活再建を図ることになる。地域での生

活再建プログラムも海外NGOによって準備されて

いるが、なかなか有効な方法がないのが現状であ

る。カンボジアにおいて地雷・不発弾被害者は、

しばしば地域で最下層の生活をする人々であり、

現実には都会の市場周辺やアンコール遺跡等の観

光地で物乞いを行う身体障害者も少なくない。

しかし、そのような状況のなかで障害者支援を

行う政府の関与するカンボジア国内団体、国民障害

者センター（National Center for Disabled Persons）

では、同センターに登録した障害者を対象に職業

紹介事業を行っている。現在同センターはコン

ピュータで管理するおよそ 5000人の求職者リスト

を整備しており、2008年 8月までに約 500人の障

害者に職業を斡旋したという。

4　転換期のカンボジア障害者対策

（1） 地雷・不発弾被害者の減少と交通事故被害者の

激増

一般に開発途上国では、国の産業開発が重点行

政分野として財政面で優遇され、重点行政分野以

外の行政は停滞しがちである。カンボジアにおい

ては、過去国家開発の重点分野として農業、地方

開発、保健、教育の 4分野が指定されている。こ

のほかの産業開発においても海外資本による工業

開発、観光開発が重点分野と考えられ、国政上の

注意が払われてきた。しかし、社会福祉分野は国

家開発の重点分野ではなく、海外資本の関心を引

く分野でもない。カンボジアにおいて社会福祉は、

政府の予算配分も少なく政府に代わって国際 NGO

がその活動の中心を担ってきた分野といえる。

多くの国際 NGOの関心を引いたものは先進国

にない特異な問題分野のようである。例えば、カ

ンボジアの貧しい高齢者の生活問題は、孤児や地

雷・不発弾被害者と同じように深刻な社会福祉問

題であると思われるが、国際 NGOの関心は低い。

一人で暮らす老人の問題は日本だけでなくカンボ

ジアにおいても大きな社会福祉の課題であるが、

カンボジアでは身よりのない高齢者は国内のどの

村にもある仏教寺院で生活するという伝統的な生

活慣習のなかで処理されている。高齢者を対象に

した社会福祉プログラムは、プノンペンなどの都

市部においてカンボジア国内の団体が零細な規模

で行っている程度である。一方孤児の分野には、

UNICEFをはじめWorld Vision、CHAII、SOSな

どの国際機関と国際 NGOが種々のプロジェクトを

行っている。障害者分野も先に挙げたような国際

NGOが多額の費用負担を行い、リハビリテーショ

ンセンターの運営を行っている。

ポル・ポト派による同国人に対する史上まれに

見る大虐殺とその後の社会の混乱は世界中の同情

を集めたものであり、内戦終了後のカンボジアには

世界中から援助が集まった。しかし、国際的な援

助は国内の必要性ではなく、国際的な関心によっ

て行われるものである。たまたま国際 NGOの関心

を引いたのが、ポル・ポト派による大虐殺と内戦後

に残った孤児と地雷・不発弾被害者の分野であり、

国際 NGOの関心を引いた分野にのみ重点的な社

会福祉サービスが行われたといえる。

しかし、時代は変化し、新たな地雷・不発弾被

害者は減少しており、一方で活発な国際援助等に

より道路の整備が行われ、経済発展によりカンボ

ジアでもモーターバイク、自動車を利用する人が増

えている。国際援助によって自動車が時速 100km

で走ることの可能な道路はカンボジアにいくつも整

備されているが、同じ道路を牛車や屋台を引いた

人も通行する。過積載のトラックが走る。整備不

良の中古車も多い。モーターバイクに乗る人のうち

ヘルメットを着用する人は少ない。多くのモーター
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バイクには、バックミラーがない。これらの理由か

らカンボジアでは交通事故が毎年著しく増加して

いる。

カンボジアの最近の交通事故の状況は、表 2の

とおりである。

交通事故被害者がすべて障害者になるとは限ら

ないが、交通事故による障害者は増加していると

いわれている。カンボジアには交通事故の統計は

存在するものの事故被害者のうち、障害者になっ

た者がどのくらいいるかは分からない。しかし、交

通事故被害者の重傷者のうちの相当な部分が、交

通事故による障害者となっていることが予想され

る。現在のカンボジアでは、地雷・不発弾被害に

よる障害者増加から交通事故による障害者増加が

取って代わる状況にあることが推測できる。

カンボジアにおいては交通事故の処理は事故当

事者による話し合いで解決されることが一般的で

あるが、自動車等への強制賠償保険制度はなく、

交通事故被害者への十分な生活補償は行われてい

ない。したがって、カンボジアにおける交通事故

被害は、不慮の事故である点や事故被害者が生活

に困窮するであろうことも地雷・不発弾事故の場

合と類似している。しかし、地雷・不発弾被害者

の場合と異なり、交通事故被害者を支援する国際

NGOは知られていない。

またカンボジアでは、開発途上国として国内開

発が盛んに行われているが、各種機械の使用に対

して十分な安全への考慮が払われているとは言い

難い事例をしばしば目にすることがある。これらの

各種事故から生ずる障害者の数も相当に上ること

が推測できるが、交通事故以外のそのような事故

の集計は行われていない。

ちなみに現在カンボジア社会福祉省が公表 5）し

ているカンボジア全国の障害者数は、1997年から

1999年にかけて計画省が行った社会経済調査に基

づくもので、障害者の総数は 169,058（男性 99,506

女性 69,552）、その内訳は一肢を失った者 23,977、

一肢を超えて失った者 6,744、一肢が使用できない

者 30,590、一肢を超えて使用できない者 6,761、

下肢に麻痺がある者 5,050、四肢に麻痺がある者

1,201、視覚障害のある者 19,453、聴覚障害のある者

7,353、発話障害のある者 3,414、聴覚障害、かつ発

話障害のある者 1,246、精神障害のある者 12,576、

その他の障害のある者 50,693となっている。

また、障害の原因については、先天的な原因

34,632、地雷・不発弾被害 19,262、疾病によるも

の 54,979、戦争によるもの 18,333、交通事故 9,313、

各種の事故によるもの 12,174、その他の理由によ

るもの 20,365としている。

この調査はすでに 10年以上以前のものであり、

表 2　カンボジア交通事故被害者数 年次推移（2000-2008）

年 事故件数 重傷者 軽傷者 死亡者

2000 2951 1998 4389 401

2001 2699 1771 4184 459

2002 3335 2113 3188 535

2003 3760 2714 3615 824

2004 3843 2862 3399 931

2005 3957 3185 3833 904

2006 4927 3967 4528 1157

2007 5870 4860 5540 1434

2008 6214 5049 6017 1572

注：1999年以前の全国交通事故統計は集計されていない．
資料：カンボジア王国公共事業・運輸省
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現在の障害者数を反映したものではなく、また障

害者団体からは障害の範囲を狭くとらえていると批

判されている。そこで社会福祉・退役軍人省は新

たな障害者全国調査を 2009年に行うことを計画し

ている。

（2）伝統的な障害者への差別観

一般にカンボジアでは障害者に対する偏見が強

いといわれている。その偏見は、宗教による伝統

的なものであり、上座部仏教（いわゆる小乗仏教）

を国民の多くが信じるカンボジアにおいて、障害者

への偏見は根強いものがある。その偏見の理由を

紹介すると、まず身体障害については、その人の

前世からの業（因果）の結果であるという考え方が

あり、いわば障害は、その人の前世の業の反映で

あるというものである。これは障害者に対する素朴

な同情を減殺するものである。カンボジア仏教に

おいて僧侶となれる者は男性だけであるが、身体

障害者は前世の悪業が現世で身体障害という形で

顕現したものであり、一般に身体障害者は得度で

きないと考えられている。また、学校の教員も身体

障害者は採用されないのが、一般的であるといわ

れており、これも仏教の影響であると解説されて

いる。したがって障害者に対する偏見の除去と啓

発活動はカンボジアにおいて重要な政策課題であ

る。カンボジアでは障害者は一般に貧しい人と思

われており、街頭や市場で物乞いを行う人には多

くの障害者がいる。障害者としての偏見除去活動

を行うとともにこれらの人々の生活安定の施策を講

ずる必要があるが、しかし、先にも書いたとおりカ

ンボジア財政の傾斜配分が政府の方針となってい

る以上、現在より多く政府支出で身体障害者への

経済援助を行うことは難しい状況にある。

近年までの政府の行う行政施策は、多大な予算

を伴う障害者に対する経済的援助ではなく、毎年

12月 3日を国際障害者の日と定め、その日に障害

者の大会を開き、国民に対し障害者への偏見除去

を訴え、他方障害者に対しては障害者自身の自立

を促すといった啓発活動に多くの行政資源を当て

てきた。障害者の権利の擁護及び促進を行うため

には、権利擁護、権利促進を行うだけではなく、

生活安定のための生活援助施策を欠かすことがで

きないが、現在の政府財政からはカンボジア政府

が障害者に対して生活保護的な施策を行うことは

困難と思われる。

5　障害者の権利の擁護及び促進法案

（1）法案の立法経緯

カンボジアにおいて障害者の権利を擁護する法

案策定には長い歴史がある。最初にこのような障

害者権利擁護法案が立案されたのは、1996年のこ

とだったといわれている。当時のカンボジア社会福

祉省顧問ヘレン・ピットによると、彼女が最初の包

括的な障害者権利法案を準備し、大臣に立法化を

勧告したのだという。しかし、その勧告は社会福

祉担当大臣が替わったこともあり、十分に生かさ

れなかったという。その後 2000年には、当時の社

会福祉労働省内に障害者福祉法案策定の検討チー

ムが作られ、省内で 2002年 6月には成案化された

といわれている。しかし、その後法案の政府決定

には長い時間がかかった。地方での法案セミナー

開催による意見集約、閣僚評議会での審査（実質的

には、このプロセスが関係各省協議となり、また法

案の法制的な審査ともなる）を経て法案が政府閣僚

評議会で決定されたのは 2008年 2月のことであっ

た。政府提出の「障害者の権利の擁護及び促進法」

（以下「障害者権利擁護法」と略称する）案（Draft 

Law on the Protection and the Promotion of the 

Rights of Persons with Disabilities）は国会に提出さ

れたが、実際には審議されないまま 2008年 7月の

下院選挙で審議未了となった。しかし、2008年 7

月の選挙では、政府与党であるカンボジア人民党

が下院全議席 123議席中の 90議席を獲得し、障

害者権利擁護法成立が人民党の 2008年選挙にお
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ける選挙公約であったことから 2009年中には成立

すると観測されている 6）。

（2）法案の内容

2008年 2月に国会に提出されたカンボジア障害

者の権利の擁護及び促進法案の政府提出原案は、

全体で 14章 60条からなっており、その主な内容

は次のとおりである。

①総則

法の目的 :（第 1条―第 2条）

・この法律の目的はカンボジア王国内において障

害者の権利を擁護するとともに促進することに

ある。

具体的には、

・障害者の権利と自由を擁護すること。

・障害者の利益を擁護すること。

・障害者に対する偏見を予防、軽減、除去すること。

・障害者が社会における活動について十分かつ平

等に活動に従事できることを確実にするため、

身体的、精神的及び職業的リハビリテーション

を行うこと。

法の適用 :（第 3条）

・この法律はカンボジア国内における障害者と障

害者に関係する活動に適用される。

定義 :（第 4条）

・この法律で障害者とは、身体又は精神について

喪失、弛緩又は損傷を受け、日常生活又は日常

活動において身体、視力、聴力、精神及び意識

における障害又は他の形による障害により不自

然な状態に立ち至ったものをいう。

②障害者活動評議会（Disability Action Council : 

DAC）:（第 5条―第 9条）

・障害者活動評議会は、障害者問題についての調

整・諮問機関として活動する。

具体的には次の活動を行う。

・障害者とリハビリテーションについて専門知識を

提供すること。

・障害者とリハビリテーションに関連した戦略、国

家計画、政策策定に関して政府機関等を補佐す

ること。

・障害者とリハビリテーションに関する政策、法 

律、規則実施を促進すること。

・障害者問題に関する政策、法律又は規則の修正

を建議すること。

・障害者問題に関する政策、国家計画、法律又 

は規則の実施についての事前・事後評価を行 

うこと。

・国内及び国外の情報収集、経験交換を行うた 

め国内及び国外のコミュニティーと連絡を行 

うこと。

・障害者活動評議会は、社会福祉担当大臣を議長

とし、関係各省、各機関の代表、障害者団体の

代表、雇用者の代表、障害者援助 NGOの代表

から構成される。

③生計手段 :（第 10条―第 13条）

・国は国家経済の状況と調和を図りつつ障害者の

生計手段の適切な促進に考慮を払う。

・国は障害者支援に参加する社会組織、個人的セ

クター双方の慈善的個人、市民を支援するため

適切な手段をとる。

・国は重度の障害者であって大変貧しくかつ親が

ない者又は高齢であり子どものいない者又は重

大な事故を受け貧しくかつ親のない者を救済す

るため、毎年の予算から予算を割り当てるとと

もに支援的な政策を準備する。

・障害者の親又は保護者は、

障害者の権利と法的利益を守るべきである。

障害者に対し良好なケアーを行うため注意を

払うべきである。

障害者が希望を持って生活できるように援助

すべきである。

④身体及び精神リハビリテーション、ヘルスケア及

び予防（第 14条―第 20条）

・国は、障害者が社会生活において自己の技能、

能力を発揮し、自己の仕事を行えるように精神
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及び身体リハビリテーションプログラムを組織

する。

・国は、身体的及び精神的リハビリテーションの

ためのセンター、補助用具の技術者のための訓

練学校、リハビリテーションセンターに障害者

を援助するための用具を供給するために生産す

るセンターを設立する私的セクターや社会組織

を援助するとともに設立しなければならない。

・社会福祉担当省は保健担当省と共同して、治療

訓練プログラムを組織するものとする。

・障害の等級及び分類は、社会福祉担当大臣と保

健担当大臣の共同省令で定められるものとする。

軍関係の障害者に対する前項の省令には国防担

当大臣が加わるものとする。

⑤公共施設へのアクセス :（第 21条―第 26条）

・すべての公共施設は、すべての障害者がアクセ

ス可能であるように建設されなければならない。

・建設計画、建設、公共施設の工事を監査する権

限を持つ省は、前条に述べたように障害者のア

クセス確保を図るものとする。

・障害者の公共施設へのアクセスの方法又は交通

手段については、社会福祉担当大臣と関連省庁

の共同省令で決定する。

・障害者は運転免許証を持つことができる。この

場合の運転免許に関する事項は、保健担当大臣

と公共事業・交通担当大臣の共同省令で定める。

・すべての公共施設の駐車場は、障害者のための

特別な駐車場所を設けるものとする。

・すべての公共施設の洗面所は、障害者用の特別

の洗面所を設けるものとする。

・公共施設における障害者用駐車場所に関しては、

公共事業・交通担当大臣の省令で定めるものと

する。

⑥教育（第 27条―第 32条）

・すべての障害をもつ生徒 /学生は公共教育施設

又は私立教育施設で教育を受ける権利を有す

る。また他の規定が適用されない限り、生徒 /

学生は他の生徒学生と同等の奨学金を受け取る

権利を持つ。

・国は障害をもつ生徒及び学生のための国家戦略

及び政策を樹立するものとする。それらは、可

能な限り障害をもつ生徒 /学生の統合教育の促

進、障害をもつ生徒 /学生の必要に応じる特別

クラス設立を含むものである。

・教育担当省は、障害を持った生徒 /学生のため

の次のような教育施設の準備プログラムを開発

するものとする。

―校舎、教室及び教育場所

―手話及び点字

―障害種別に応じた教育技術及び教授法

―障害をもった生徒 /学生を補助する教材及

びその他の設備

―障害をもった生徒 /学生の実際の必要に応

じた教員用の教育用具及び訓練

・貧しい家出身の障害をもった生徒 /学生又は障

害をもった兵士について、公立学校教育は、全

課程において無料とし、教科書及び教材も無償

とする。

・私立学校教育において、障害をもった生徒 /学

生又は障害をもった兵士について、教育費用、

教科書、学用品について特別な割引を用意する

ものとする。

・教育担当省は、すべての教員の訓練において障

害をもった生徒 /学生のための教育法及び障害

認識に関する教育プログラムの開発を行うもの

とする。

・情報担当省は、障害者の権利の遵守、理解、連

帯の強化のために障害者の権利、障害者への社

会的関心を高めることを指向した情報を、国の

広報を通じて広めるものとする。

・私的メディアは、前項の行動への積極的な参加

を図るものとする。

⑦雇用及び職業訓練（第 33条―第 41条）

・資格と業務を行う能力を持つ障害者は、公務員、
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労働者、職員、練習生又は実習生として偏見な

しに働く権利を持つ。

・労働者、職員を雇う法的主体は、この法律にお

ける障害者を前項の規定により、適当な割合に

おいて、雇用するものとする。この雇用の割合は、

社会福祉担当大臣と労働担当大臣の共同省令に

よって決定される。

・国の公務員を雇う各省・機構は、障害者を適当

な割合で雇わなければならない。この適当な割

合は、政令で決定される。

・障害者を適当な割合で雇用する法的主体は、社

会福祉担当省及び労働担当省にそれらの障害者

の総数を定期的に報告するものとする。

・法的主体にして前項の雇用義務を果たすことが

できないものは、障害者のための基金に寄付金

を支払うものとする。この場合、寄付金の率は、

社会福祉担当大臣と経済財政担当大臣の共同省

令によって決定される。

・国は障害者のための職業訓練施設を設置するよ

う配慮しなければならない。

・国立、私立又は他の機関の教育、訓練、技術、

職業のための施設は、障害者のための無料の職

業訓練を用意するものとする。またそのうちの

一定割合は、貧しい障害者又は障害をもった兵

士のためのものとし、完全無料とする。この一

定割合は、社会福祉担当大臣と職業訓練担当大

臣の共同省令で定められる。

⑧インセンティブ（第 42条―第 43条）

・国は、自ら事業又は手工業を起こそうとする障

害者である個人、家族又は集団に対して適用す

る法律と調和した特権や税の免除によってイン

センティブを与えるものとする。

・国は、障害者に対し、この法律の第 7章に規定

する雇用、教育訓練を行う雇用主及び教育訓練

施設がこの法律の第 7章に規定する割合と同等

又はそれを超えて受け入れる場合に税又は他の

法律に適合するインセンティブを与えるものと

する。

⑨選挙（第 44条―第 45条）

・すべての障害者は、適用される選挙法に則って

投票又は投票される権利を有する。

・障害者に対する非難と差別は、禁止される。

⑩障害者基金（第 46条―第 48条）

・障害者に対する以下の目的のために基金が設立

される。

i　障害者を支援するプロジェクト実施

・障害者に対する保健、リハビリテーション、

技術及び職業訓練、及び雇用のためのサービ

ス提供を行う施設等を支援するため

ii　 障害者福祉の充実強化のため 

特に以下の目的のため

・リハビリテーションサービスを受けていない

受傷兵士及び貧しい障害者のため

・生活のため障害者に頼る受傷兵士の家族及び

障害者の家族のため

・リハビリテーションサービスを受けたものの

就業していない受傷兵士及び貧しい障害者又

は職業訓練を受けたものの就業していない者

のため

iii　適当な調整のためのローンを準備するため

・障害者基金の機能と組織は政令で決める。

⑪国際条約の実施（第 49条）

・カンボジア王国を当事者とする障害者権利擁護

法に関係する国際条約の規定は、この法律と一

体のものとして適用される。

・国際条約とこの法律の規定が矛盾する場合は、

当該国際条約の規定が参照 /中核規定として考

慮される。

⑫罰則（第 50条―第 56条）

・障害者の選挙参加を妨げたものは 1年から 3年

の懲役又は 200万リエルから 1000万リエルの

罰金を科する。

　武器を使用して上記を行った場合は、2年か

ら 5年の懲役又は 400万リエルから 1億リエル
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の罰金を科する。

・障害者の保護責任者が保護を放棄し、健康又は

安全上の被害を生じた場合は、1年から 5年の

懲役又は 200万リエルから 1000万リエルの罰

金を科する。

・障害者の監督者が適切な食事又は健康上の注意

を払わず健康上の被害を与えた場合は、2年か

ら 5年の懲役又は 400万リエルから 1000万リ

エルの罰金を科する。

・人に対する作為又は不作為により生じた障害の

状態による無知又は虚弱さから意図的に利益を

得る行為は、1年から 3年の懲役又は 200万リ

エルから 600万リエルの罰金を科する。

・正当な理由なく障害者に対する基金に拠出金を

支出しなかった法的主体は、10万リエルから

1000万リエルの罰金を科する。

・この法律による障害者の権利又は特権を行使す

るため詐欺行為、特別運転免許証又は車両証の

偽造は、2年から 5年の懲役又は 400万リエル

から 1000万リエルの罰金を科する。

⑬経過規定

・この法律施行以前に造られた公共の建物で、 

改良できるものは障害者のアクセスを可能と 

するように少なくとも 5年以内に改良されるも 

のとする。

　上記が守られない場合、10万リエルから 100

万リエルの罰金を科する。

・この法律施行以前の公共の場所で、この法律第

26条の規定を守ることができるものは、少なく

とも 5年以内に改良されるものとする。

　上記が守られない場合、10万リエルから 100

万リエルの罰金を科する。

・この法律の第 34条及び第 35条に規定する一定

割合の障害者を雇用することを定められた省、

機関及び人は、この法律施行後 1年以内にそれ

を実施しなければならない。

⑭最終規定

・第 12章に規定する罰則規定は、新刑法が有効

となった時点で廃止されるものとする。

（3）法案への評価

この法案はまだ正式にカンボジア国会を通過し

たものではなく、国会で修正される可能性もあり、

その評価を行うことは困難である。しかし、政府

提案であることからカンボジア政府の障害者政策

の基本を示したものといえる。

カンボジアで 8500人の障害者の会員を擁する 

というカンボジア障害者機構（The Cambodian 

Disabled People’s Organisation : CDPO）の専務理

事グイン・サラトによると、カンボジアの障害者は

多くは貧困線以下で暮らしている現実があり、障

害者への偏見が生活の困難を助長しているという。

この法案は政府の財政状況から考えて障害者の経

済状況を改善するものにはならないだろうが、障害

者への偏見を除去するには一定の効果があるだろ

うと評価している。

サラトによるとカンボジアの障害者に対する偏

見・差別は、具体的には①障害者のまねをして障

害者の尊厳を傷つけること、②バリアフリーの建物

がカンボジアに少ないために障害者の行動範囲が

制限されること、③障害者が得度できない、教員

に採用されないなどの就職上の差別、の 3種類が

あり、それらの差別解消にこの法案が役立つと期

待しているという。

この法案には、生計手段として障害者の生活を

援助するという条項があるが、具体的な生活援助

の方法や基準が明示されておらず、法律から施策

実施を具体化するための政省令への委任規定もな

く、この条文を根拠に障害者に対する制度的な生

活援助を行うことはないようである。他方、この法

案においては、公共施設への障害者アクセスと障

害者雇用については具体的な条文を持っており、

障害者の一定割合の雇用を政府、事業者等に義務

づけている。その点では、この法案が自身の障害

と社会的偏見を乗り越えて働こうとする障害者へ
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の助けになることが期待される。

またカンボジア政府は、国連の障害者の権利に

関する条約にも大きな関心を示しており、この法案

には第 11章に同条約規定が国内法として機能する

との規定がある 7）。国の法律の中で、条約を引用し

て国内法として扱うことを安易に過ぎると批判する

ことは、もっともなことであるが、カンボジア側の

立場から考えると、障害者福祉の分野で素朴に世

界的な潮流に追いつこうとする姿勢の表れのよう

にもみることができる。

6　結語

カンボジアにおいては、内戦終了後 18年を経て、

ようやく内戦の置き土産であった地雷・不発弾の

新規被害者の減少が顕著となる一方、内戦後の経

済発展による交通事故の増加と事故による新たな

障害者の発生が増加し、障害者の発生原因が交代

しつつある。言い換えればカンボジアはようやく内

戦の後遺症の影響を受ける「戦後」から脱しつつあ

る。カンボジア政府はこのような新たな社会局面と

軌を一にして、障害者福祉の充実と権利擁護を図

ることを目指した初めての障害者のための立法を

行おうとしている。このことは後発開発途上国であ

るカンボジアが、国家戦略の上から従来国際 NGO

に依存していた障害者福祉の分野でも国として障

害者福祉政策を実施しようとするものである。カン

ボジアは国の財政上まだ十分な障害者への経済支

援はできないものの障害者権利擁護法立法を新た

な出発点として、自ら障害者福祉分野の充実を図

ろうと指向する時代になってきたといえる。

Youth Rehabilitation （2003） p.14

6） 社会福祉省当局者の説明による．しかし，現在進行
している世界的規模の経済危機がこの法律成立に影
響することが懸念される．

7） DAC顧問のヘレン・ピットによると現在のカンボジ
ア社会の状況で，障害者の権利に関する条約の内容
を満たすことは大変な困難があり，ただ法案に 1章を
加えれば足りるというものではないという．この指摘
は，西欧的なコンテクストから障害者の権利を考える
とカンボジアにおいて障害者の権利に対する理解は
十分ではないという意識を反映したものであろう．
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